
 

 

 

 

 （任期）自 平成 26 年 7 月 1 日～至 平成 28 年 6 月 30 日 

（五十音順、敬称略）              

氏   名 所 属・役 職 名 分  野 

 石 川 一 夫 (福)富士市社会福祉協議会常務理事 社会福祉協議会 

 大 髙 榮 次 静岡県民生委員児童委員協議会常任理事 職能団体 

勝 山 明 彦 静岡県健康福祉部福祉長寿局地域福祉課長 行 政 

★ 加 藤 秀 郷 (福)静岡恵明学園児童部施設長 社会福祉法人 

 武 居   敏 (福)松渓会理事長 社会福祉法人 

 知 久 昌 樹 (株)静岡新聞社営業局専任局長 報道機関 

 土 屋 幸 己 富士宮市保健福祉部福祉総合相談課参事 行 政 

津 富   宏 静岡県立大学国際関係学部教授 有識者 

 鳥 羽   茂 (Ｎ)静岡県ボランティア協会理事兼事務局長 市民活動 

 鳥 居   巌 静岡県手をつなぐ育成会副会長 当事者団体 

 二 藤 武 司 
静岡県市町社協連絡協議会会長 

（伊豆の国市社会福祉協議会事務局長） 
社会福祉協議会 

☆ 日 詰 一 幸 静岡大学人文社会科学部法学科教授 有識者 

 藤 本 健太郎 静岡県立大学経営情報学部経営情報学科准教授  有識者 

 見 野 孝 子 (Ｎ)ライフケア浜松理事長 民間福祉事業者 

 山 本 たつ子 (福)天竜厚生会理事長 社会福祉法人 

(注) ☆…委員長、★…副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画調査委員会 委員名簿 
第３章 推進戦略 

推進戦略は、３つの基本目標を具現化するために 

設けた実施目標ごとに作成しています。 

地域福祉を推進する多彩な主体が同じ方向性のも

とに、役割分担を明確にした上で、県社協の果たす

べき役割や今後の推進方策を記載しています。 

「わかりやすく、見えやすい」内容とするため、図

を活用しています。 
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１ 理事会・評議員会 

開催年月日 内  容 

平成 26 年５月 27 日 第四次活動推進計画の策定方針等について 

平成 26年 10月 29日 第四次活動推進計画骨子（案）について 

平成 27 年３月 24 日 第四次活動推進計画（案）について 

 

２ 企画調査委員会 

開催年月日 内  容 

平成 26 年３月 14 日 
第三次活動推進計画の進捗状況等について 

第四次活動推進計画の策定方針（案）について 

平成 26 年８月１日 
第四次活動推進計画の策定方針等について 

第三次活動推進計画の検証及び現状と課題について 

平成 26 年９月 29 日 第四次活動推進計画骨子（案）について 

平成 27 年１月 26 日 第四次活動推進計画（案）について 

 

３ 地域福祉のあり方を考えるブロック会議 

  県内６ブロックにおいて開催し、県内の地域福祉を取り巻く現状と課題を把握 

 

４ 市町社会福祉協議会からの意見聴取 

実施時期 内  容 

平成 26 年８月 

第四次活動推進計画策定に係る意見 

(県内の現状・課題等を踏まえ、県社協に期待する役割等につ

いて) 

平成 27 年２月 第四次活動推進計画（案）について 

 

５ パブリックコメント（意見募集） 

（１）意見募集の方法  本会ホームページに第四次活動推進計画（案）を掲載 

             ※本会機関紙及びメールマガジン等により周知 

（２）意見の募集期間  平成 27 年２月１日～２月 16 日 

 

６ 第四次活動推進計画策定会議・作業部会・ワーキンググループ 

（１）策定会議  毎月の定例部課長会議にて協議 

（２）作業部会  平成 25 年度から９回開催、その他主任・主事会議にて協議 

（３）ワーキンググループ  作業に合わせて適宜実施 

 

実施目標１ 住民の意識と主体的な行動力を高めます 

現 況 と 課 題 

基本目標１ 地域福祉を支える人づくり 

〇 人は時に「支え・支えられる関係である」という東日本大震災の教訓をもとに、「地域のために何かした

い」という静岡県民の持つ潜在的なつながりや行動力を掘り起こしていく取組が一層求められています。 

〇 東日本大震災前と比べて、社会における結びつきが大切だと前より思うようになった割合 77.5％(H24

内閣府調査) 

〇 ボランティア活動に関心のある割合 65.3％に対し、活動経験がある割合は 47.5％にとどまっていま

す。(H23 県社協調査)  

〇 一方で、ホームレスやひきこもり(*)、自死や虐待、孤立死やゴミ屋敷などの様々な生活困窮に関す

る社会的課題が顕在化し、経済的困窮の側面だけでなく「社会的排除」や「社会的孤立」といった社

会関係の困窮も大きな課題となっています。 

今後の方向性（めざす姿） 

○ 誰もが、心身の障がいや年齢、性別、社会的身分・門地・国籍等に関わりなく、

お互いの個性や文化的違いを認め合い、共に支え合うことの重要性を理解している。 

○ 次代を担う子ども達が、学校や家庭、地域におけるボランティア体験や地域福祉

教育などを通じて、地域福祉への関心や思いやりの心が育まれている。 

○ 地域住民が、近所で生活上の支援を必要としている個人や家族を知っており、見

守りや声掛けなどを日常的に行っている。 

○ 住民が生きがいを持って、地域活動やボランティア活動に参加することを通じて、

自己実現を図っている。 

地域住民・地域福祉推進基礎組織（*地区社協等）・市町行政・市町社協等 

 
〇地域社会で支援を求めている者に住民が気付き、住民相互で支援活動を行う等、地域住

民のつながりを再構築 

〇 市町行政・市町社協は、地域の生活課題を住民へ投げかけ、共に考える場の仕掛け、

住民の地域福祉活動への参加機運の醸成 

〇 全県的な福祉啓発活動の推進 

〇 広域的な見地から地域福祉教育及びボランティア活動の推進 

県社協の 

役割 

〇 平成 22 年度に県民運動を抜本的に見直し(県民福祉の日(*)を中心に集中的な事業展開) 

⇒ 県内市町と一体となった運動展開 

 平成 22 年度から、新たに児童福祉週間や老人週間などの機会にシンポジウム等を開催 

〇 平成 22 年度に地域福祉教育推進委員会を立ち上げ、「静岡県の地域福祉教育推進に係る基本指

針」を提示(H23) ⇒ 今後も基本指針の具現化に向けた市町社協への支援が一層必要 

〇 平成 24 年度に、全国では例のないＩＣＦ（*国際生活機能分類）の視点による「福祉教育副読

本」を作成 ⇒ 活用の促進(活用プログラムの開発) 

〇 平成 26 年度に「社協ボランティアセンターあり方検討会」において「地域に拓かれた社協ボラ

ンティアセンターづくりに向けた提案」を提示 ⇒ 提案の具現化に向けた市町社協への支援 

第３次計画の取組と課題 

策 定 経 過 
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（１）福祉課題・生活課題への挑戦 

社会福祉関係者の結集を促し、福祉課題・生活課題の解決に積極的に取り組みます。とりわ

け、社会福祉関係者が長年取り組んできた社会的孤立と、孤立等から生じる経済的困窮の課題

への対応を強めていきます。 
 

（２）制度外の事業展開 

本会及び社会福祉法人の公益性を高め、制度内の枠にとらわれず、制度外の福祉サービス事

業の展開を積極的に進めます。 
 

（３）横断的な事業執行体制 

従来の事業や補助・委託の枠組みにとらわれず、新たな福祉課題・生活課題の解決に焦点を

あて、横断的な事業執行体制を構築します。 
 

（４）組織の発展・強化 

  上記を実現するため、組織の強化・発展を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 能 基本的な考え方 

広 域  

機 能 

・子どもの貧困や生活困窮、障がいのある方の地域生活移行など社会全体として取

り組んでいくべき重要な課題に取り組むとともに、広域における標準的な指針を

提示します。 

(モデル事業という形で先導的な取組を実施し、その成果を全県に普及します) 

補 完  

機 能 

・直ちに行政が行うことが困難であったり、市町段階では容易に取り組めないよう

な困難性の高い課題に取り組みます。 

・市町社協や事業者への支援は一律のものと考えず、地域の規模や実情に応じた対

応を図ります。 

専 門  

機 能 

・地域における利害調整等を行う「第三者機関」の役割を担います。（生活福祉資

金貸付、日常生活自立支援事業、福祉サービス運営適正化委員会等） 

・単独の事業体では完結できないような専門的な課題について、個別支援（経営支

援等）や人材養成を行います。 

政策提言 

連絡調整 

機 能 

・市町社協等の基幹的なネットワークをもって、総合的に地域住民の福祉ニーズを

把握し、できるだけ地域間格差を解消していくような情報提供と調整、働き掛け、

政策提言等を行います。 

・広域的に設置されている保健、医療、労働、教育、法務等の関係機関と地域との

連携・協働を図ります。 

情報提供 

機 能 

・全国的な社協ネットワークを機軸として、全国各地の福祉情報や新たな課題への

対応事例、そのノウハウなどを収集・分析し、地域の実践に役立つ情報を、県内

の市町社協、社会福祉事業者等関係組織へ迅速に提供します。 

 

 

 

 

静岡県社協（県や広域の関係団体と協働） 

 １ 全県的な啓発活動の推進（ふじのくに健康福祉キャンペーン、社会福祉に係る月・週間） 

  ⇒ 平成 29 年度までに県内市町及び関係団体が一体となったプログラムを開発・実施 

地域住民の地域活動への参加割合の向上（平成23年度県社協調査：地域活動への参加率73.1％） 

２ 地域福祉教育の推進（静岡県の地域福祉教育推進に係る基本指針） 

(1)学校・家庭・地域における『福祉教育副読本』を活用したプログラム及び事例の開発・改訂 

 ⇒ 『福祉教育副読本』の全市町での活用 

(2)県域のネットワーク形成、連絡調整、協議の場づくり 

 （当事者講師連絡会、教育委員会などの関係機関が一体となった推進委員会及びセミナー等の開催）  

３ ボランティア活動の推進（地域に拓かれた社協ボランティアセンターづくりに向けた提案） 

(1) 市町ボランティアセンターの運営支援(グループスーパービジョン(*)、先進事例の収集・提供) 

 ⇒ ５年間で100件の先進事例を収集・紹介 

(2) 市民活動（NPO、ボランティアグループ）への支援(基金による活動助成) 

 ⇒ NPO・ボランティアグループへの助成件数：5年間で300件 

４ 企業の社会貢献活動の促進 

  （社会貢献に取り組む企業の発掘及び市町社協とつながる場の調整・実施） 

１ 地域福祉教育の推進（静岡県の地域福祉教育推進に係る基本指針） 

(1) 家庭における福祉教育の推進 (2) 学校における福祉教育の推進  

(3) 地域における福祉教育の推進 

２ ボランティア活動の推進（地域に拓かれた社協ボランティアセンターづくりに向けた提案） 

(1) 相談機能の強化  (2) 広報の充実    (3) 「学びの場」づくり  (4) 協働・連携の深化 

(5) 協働・連携による新たなつながりづくり (6) ボランティアセンター環境の充実 

地域住民・地域福祉推進基礎組織（*地区社協等）・市町行政・市町社協

等 

 
 

学校 家庭 

地 域 

 
 

社会的包摂の地域社会 地域に生活するすべての人が、お互いにその存
在を認め合い、支え合いながら「みんながしあわ
せ」と感じられる地域社会     

(出典：静岡県の地域福祉教育推進に係る基本指針) 

 

地域づくりを担う主体としての成長への支援 

推 進 方 策 

市町社協等関係機関・団体と連携協働のもと、全県的な福祉啓発活動を実施す

るとともに、社会的排除、孤立に向き合い、社会的包摂に向けた福祉教育を推

進し、住民の主体的な行動力の向上（ボランティア活動等の促進）を図ります。 
 

資料２  県社協が目指す方向性と機能 

１ 方向性 

２ 機能 

35 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施目標２ 地域福祉活動の核となる人材を育成します 

現 況 と 課 題 

基本目標１ 地域福祉を支える人づくり 

○ 住民による地域福祉活動が安定し、継続的であるためには、活動の核となる人材が必要です。 

○ また、住民と専門職等関係者とのネットワークづくりや、地域の福祉課題を解決するための新たな

資源開発を、住民や関係者と協働して進める人材が必要です。 

○ 生活困難の事象が多様化する中で、様々な支援にたどり着くことができず、生活困難が深刻化する

ケースが散見される中で、社会的自立に向けて努力する方の心が折れないように、寄り添いながら支

援する人材が必要です。 

今後の方向性（めざす姿） 

○ 地域活動やボランティア活動に「周りの人たちを引っ張ってくれる中心的な人」が

いる。 

○ 民生委員・児童委員が市町行政等と必要な情報を共有し、地域住民や関係機関と協

力しながら、地域住民の生活課題に応じて、適切な相談・支援を行っている。 

○ 住民の地域福祉活動がうまく進むよう、住民間や住民と様々な関係者とのネットワ

ークづくり、地域の福祉課題を解決するためのコーディネーターが身近にいる。 

○ 社協職員の顔が地域に見えており、頼りにされている。 

市町行政・社協 

〇 地域福祉活動の核となる人材の発掘と育成及びネットワークの構築 

〇 民生委員・児童委員活動が地域福祉の中核として、その力を発揮できるよう活動環

境の整備（委員活動の積極的な広報啓発、委員活動の意義や“やりがい”を共有でき

る、きめ細かな研修の充実） 

市町社協等と協働による地域福祉活動の核となる人材育成 

及び活動しやすい環境づくり 

県社協の 

役割 

〇 平成 23 年度に市町社協が主体的に小地域福祉活動リーダー(*)養成を行うことができるよう

「養 成プログラム」を開発 

⇒ 市町社協が養成プログラムの講師として担うことができるよう支援 

○ 民生委員・児童委員活動に係る先進事例の収集・提供及びリーダー層の研修の実施 

○ 地域福祉コーディネーター(*)の養成(H20～H25:188 人) 

⇒ 修了者へのフォローアップ、事例の蓄積 

○ 平成 25 年度に「市町社協における職員研修のあり方(研修体系)」を提案 

⇒ 県社協研修の充実及び講師派遣等の支援 

第３次計画の取組と課題 

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 

★769 人 

★2,720 人  施設・事業所として成年後見制度の 

申立てに向けて準備・検討している 

要支援者数は 769 人（平成 26 年 7 月 

時点）であり、今後 5 年間で申立てが 

必要と見込まれる要支援者は 2,720 人 

にのぼることが想定されます。 

 

〇申立て上の課題としては、「申立人（親族）の協力が得られない」が 21.1％、次いで

「本人の利用拒否」が 13.8％、「後見人への報酬支払困難」が 13.4％、「申立て費用」

が 12.0％と費用面の課題が多くなっています。 
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第３層：県域・広域(伊豆・東部・中部・西部地域) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２層－２：市町全域 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成年後見制度等の権利擁護が必要な「要支援者」は 22,000 人以上存在します。 

 支援を要する内容としては、法律行為 17,830 人（79.5％）、虐待被害等 1,201 人（5.4％）、

財産管理 1,830 人（8.2％）、その他 1,566 人（7.0％）でした。 

（平成 26 年度社会福祉施設事業所等における成年後見制度に関する実態調査、県社協） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇要支援者の主要な障害等類型は認知症（疑わ 

 れる者を含む）11,423 人、知的障害（疑われる 

者を含む）5,599 人、精神障害（疑われる者を 

含む）1,235 人、不明 4,170 人でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 〇要支援と回答された 22,427 人の内、身寄りがいない・近隣に親族がいない人が 1,447 人、

親族はいるが協力を得ることが困難な人が 2,182 でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域福祉活動の核となる人材の活動範囲と県社協の支援】 

 

個別支援                    地域支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推 進 方 策 

「住民主体の支え合い活動」の活性化を図るため、地域の多彩な主体のやる

気を引き出し紡ぐ「情熱」のある人材を、市町社協等と協働して育成すると

ともに、活動しやすい環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２層－１：市町の支所の圏域 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

第
１
層
の
１ 

自
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会
・
町
内
会 

組
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班
の
圏
域 

第
１
層
の
２ 

自
治
会
・
町
内
会
の 

圏
域 

第
１
層
の
３ 

小
中
学
校
区
の
圏
域 

第
２
層
の
１ 

市
町
の
支
所
の 

圏
域 

 

第
２
層
の
２ 

市
町
全
域 

※１人で２つ以上の項目に該当する場合は、特に支障が生じている項目を選択 

地
域
課
題
の
把
握 
 
 
 
 

地
域
づ
く
り
・
資
源
開
発 

政
策
形
成(

地
域
福
祉
計
画
等
へ
反
映) 

1 小地域福祉活動リーダー及び寄り添い型

の生活支援サポーターの育成支援 

○ 市町社協と協働して研修の実施 

 
2 民生委員・児童委員活動への支援 

住民や地域のニーズを的確に把握

し、必要な援助につなげていくと

いう「つなぎ手」 

○先進事例の収集と提供  

⇒５年間で 100件 

〇 市町民児協研修への講師派遣 

○ リーダー層への研修(集団研修) 

3 地域福祉コーディネーターの育成 
（コミュニティソーシャルワーク(*)） 
 

・生活課題を抱える個人や家族に対

する個別支援 

・地域に潜在するニーズの発見 

・地域の生活課題への対応調整 

・最適なサービスを総合的に調整 

○ 研修、組織化、継続支援 

  ⇒５年間で 150人を養成 

                      (*) 

4 生活支援コーディネー 

ターや協議体への活動支援 

・社会資源の開発 

（サービス、担い手） 

・支援者間のネットワーク化 

○ 研修、組織化、継続支援 

 5 社協職員の育成 

（コミュニティワーク(*)） 

・住民の主体形成 

・住民ニーズの共有化 

・住民参加の促進・組織化 

・社会資源の調整・改善・開発 

○ 研修、継続支援 

 

支援を必要とする人の状況（多様な福祉課題の顕在化） 

 

3.1%

58.3%

18.2%

1.8%

1.4%

2.2%

1.9%

2.1%

4.1%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

本人の判断能力が不十分であったため、過去に消費者被害に遭
ったことがある又は現に悪徳業者につきまとわれている 

本人の判断能力が不十分であり、診療契約やサービス利用契約
を理解できず、利用が進まない 

本人の判断能力が不十分であるため、④以外の虐待（身体的・
精神的・性的・ネグレクト等）を受けている又は疑いがある 

本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げら
れるなど、経済的虐待を受けている又は疑いがある 

税金や施設利用料・その他借金等を現に滞納しているが、本人
の判断能力が不十分であるため、適切に対応できていない 

本人の判断能力が不十分であり、商品を次々購入する等、収入
に見合った適切な支出ができない 

本人の判断能力が不十分であるにもかかわらず、管理すべき財
産が多額（おおよそ 1000 万円以上）である。 

本人の判断能力が不十分であり、不動産の処分や遺産分割協議
など、日常的な金銭管理を超える法律行為を行えない 

その他困難な事情があるが、本人の判断能力が不十分であるた
め、適切に対応出来ていない 

本人の判断能力が不十分であり、必要な医療・介護・福祉サー
ビスの全部又は一部を拒否している 

法
律
行
為 

虐
待
被
害
等 

財
産
管
理 

そ
の
他 

 

認知症（疑われる者を含む） 

50.9％ 

知的障害 

（疑われる者を含む） 

25.0％ 

精神障害 

（疑われる者を含む） 

50.9％ 

不明 18.6％ 
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県民の地域活動等に関する 

県民意識調査（平成 23 年度） 

によると、地域活動に「参加 

していない」人が約３割弱を 

占めています。 

 

 

 ○「趣味のサークル・団体」 

 活動を除き、地域活動への 

 参加率は下がっており、「参 

 加していない」人が増えて 

います。 

 

 

 

 

 

ボランティア活動に関心が 

ある人が約半数を超える一方、 

全く経験がない人が約半数で 

あり、意識は高いが活動に結 

びついていない傾向がありま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○老人クラブ加入率、子ども会加入率等既存の地域活動団体の加入率は年々減少傾向にあり

ます。 

 （子ども会加入率：平成 20 年 66.6％→平成 25 年 63.7％） 

 （老人クラブ加入率：平成 20 年 20.2％→平成 25 年 14.5％） 

 

 

実施目標３ 福祉サービスの担い手を確保・育成します 

現 況 と 課 題 

基本目標１ 地域福祉を支える人づくり 

○ 更なる少子高齢化が進む中で、福祉業界は「新たな成長産業」として期待される一方、他業種の採

用活動が順調に推移していることなどから、福祉・介護の人材確保は厳しい状態が続いています。 
○ 生徒(中学・高校生)の福祉の仕事に対する意識は、精神的または身体的に「つらそう」という印象が

約 50%を占めており、マイナスイメージが根強く残っています。 

(H25 年度 福祉のお仕事魅力発見セミナーアンケート結果) 

○ 県内の高齢者福祉・介護に関する事業所における離職率の平均は 16.1%であり、10%未満の事業所が

46.1%と半数近くである一方、30%以上と高い離職率の事業所が 16.2%あります。 

(H26.3 県社協「福祉・介護人材実態調査」) 

今後の方向性 

（めざす姿） 

○ 次世代を担う若者が魅力を感じるこ

とができる福祉の仕事のイメージが醸

成されている。 

○ 長期にわたって就労できる人材育成・ 

職場環境の仕組みが整備されている。 

○ 求人・求職者双方が納得するマッチン

グにより円滑に人材が確保されてい

る。 

市町社協、 

小学校・中学校・高等学校 

福祉教育や福祉のお仕事
魅力発見セミナーを通じ
ての福祉や福祉の仕事に
ついての理解促進と、相
互連携の更なる強化 

養成施設 

(大学・短大・専門学校等) 

福祉を学びたいという学生
の増加に向けた魅力の発信
及び学生が福祉の職場に就
職し、かつ定着することを
目指したより質の高い教育
及び就職支援の実施 

社会福祉法人・施設・事業所 

ＯＪＴ（職務を通じての研修）やＯＦＦ－ＪＴ（職務を離れての研修）、ＳＤＳ(自己啓発支援)など、
研修の実施・受講のための職場環境づくり及び人事・労務環境の整備 

○ 福祉サービスの担い手の確保 ○ 福祉の仕事の正しい理解の拡大 

○ 質の高い人材の育成支援   ○ 職場環境の改善支援 

県社協の 

役割 

取 組○ リーフレットやイメージアップ冊子の作成、ＴＶＣＭスポット放送等による広報活動 
   ○ 求人・求職者間の面談等の機会提供を行うための合同就職相談会の開催 
   ○ 中学・高校生に福祉職の魅力を伝えるセミナー等の実施 
   ○ 小規模事業所間の連携と職員定着のための合同入職式の開催 
   ○ 人材育成のための階層別・テーマ別の研修事業の実施 
 
課 題○ 社会福祉人材センター(*)の認知度向上に係る取組の強化 

○ マイナスイメージを払しょくするため、子どもたちやその保護者、教員などに対す 
る継続したアプローチ 

○ 種別協や関係団体に対して、連携・協働に向けた積極的な働きかけ 
○ より効果的・魅力的な研修の実施、各事業所内における研修成果の波及 

第３次計画の取組と課題 

県民の地域活動への参加 

58.8

17.4

6.9
3.2 4.0

1.9
4.2

26.9

69.1 

14.5 

7.8 
5.4 5.2 3.5 1.9 

21.7 
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体

老
人
ク
ラ
ブ

社
会
福
祉
協
議
会

そ
の
他

参
加
し
て
い
な
い

平成23年度

県社協調査

(左)

平成19年度

県政世論調

査(右)

※平成 19 年度県政世論調査の「ボランティア・市民活動団体」は、「ボランティア(5.7%)」
と「市民活動団体(2.1%)」の合算 

※平成 19 年度県政世論調査には、「子育て支援サークル・団体」の項目がないため表か
ら削除 

9.1

56.2

28.5

4.3
1.9

2.7 4.3
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週
に
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回
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上

活
動
し
て
い
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に
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度
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経
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い

無
回
答
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全
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関
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い

無
回
答

ボランティア活動経験の有無

ボランティア活動への関心

ボランティ

ア活動へ

の関心

ボランティ

ア活動経

験の有無
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 近所の人との付き合い方に 

ついて、「会えば、あいさつを 

する程度」が多く、近所の人 

とのつながりの薄さが伺える 

一方、「困った時には助け合え 

る」関係性を望んでおり、現 

実と理想に大きな差がある状 

況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 県民の障がいのある方に対する偏見は依然として残っており、約１割強の県民が否定的な考

えや認識を持っています。 

障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって

分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し

ていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉・介護職場の魅力ややりがいの発信と、きめ細やかな就労支援により、

より多くの人材を確保するとともに、人材の育成と職場定着率向上を支援し

ます。 

～多様な人材を福祉・介護職場へ～ 

 

施 

設 

・ 

事 

業 

所 

養 

成 
施 
設 

（
大
学
・
専
門
学
校
等
） 

ｄ
ａ
ｉ
ｇ 

介護福祉士、保育士、 

看護師等の専門職 

離職者、未就労者 

 福祉・介護未経験者 

主婦、退職者、高齢者等 

 
多くの学生を 

養成施設へ 希望する就職先の 

開拓・紹介 
就労の 

きっかけづくり 

他業種の離職者等 
小・中・高等学校 

進路指導教員 

（教育委員会） 

生徒 保護者 

 

市町社協 

推 進 方 策 

県社会福祉人材センター 
保育士・保育所支援センター(*) 

○ 専門性の向上、社会的評価を高める研修実施 

（毎年度、平均研修満足度 95%以上）  

○ 施設等における職場内研修を支援 

○ 施設等経営者の意識改革（職場環境の整備、教育訓練体制の構

築等）のためのセミナー開催 

○ 事業所や従事者からの人事労務等に関する相談への対応（必要に

応じて専門アドバイザーの派遣） 

○ 人材確保や定着にかかる取組事例を収集・周知 

 （5 年間で 30 事例） 

研修等を通じて、人材育成と 

職場定着を支援 

離職者に人材センターを周知 

 

入学・就職に

向けた連携 

○ 福祉の仕事ガイダンス 

○ 就職支援セミナー 

○教職員向け説明 

○魅力発見セミナー 

○福祉・介護職場の魅力ややり

がい、楽しさを発信 

○福祉の仕事への正しい理解の

拡大 

福祉・介護職場へ就職 

県社会福祉人材センター運営委員会 

○効果的かつ円滑な運営のための意見聴取 

社会福祉施設種別協議会 

職能団体 
ハローワーク 

連携 

協働 

メディア・ 

イベント等

の活用 

連携・協働 

○ 福祉・介護人材のマッチング支援 

○ 福祉の職場体験  

○ 就職・進学フェア 

○ 就職支援セミナー 

○ ひきこもり等の社会的課題のある方

の受入事業所を開拓 

 （就職人数 年間 1,000 人 

全国３位以内） 

(*) 

２ 県民の意識 
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す
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程
度
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き
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い
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い

無
回
答

近所の人との

付き合い方(左)

近所の人との

望ましい付き合

い方(右)

137 

337 

344 

355 

439 

342 

314 

287 

171 

76 

81 

105 

0 200 400 600 800

全くそう思わない あまり思わない まあまあそう思う とてもそう思う 無回答 

障がいのある人は、施設や病院で生活する方がよい 

障がいのある人は、家族・親類のみで支える方がよい 

保護者がしっかりと教育すれば、発達障がい（自閉症や

学習障がい等）にはならない 

気をしっかり持って生活していれば、精神障がいにはな

らない 
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～Ａさんの場合～               <県社会福祉人材センターの支援策> 

12 歳 中学校へ入学          

  

福祉のお仕事魅力発 

セミナーで福祉の仕事を 

知る 

15 歳 高等学校に入学 

福祉のしごと学び体験ツアー 

に参加して初めて現場にふれる 

夏休みを活用して福祉の職場 

体験をする 

その後、高校進路担当教員や保 

護者と相談し、介護の道を選択 

18 歳 福祉系大学へ入学 

  大学キャリア支援の一環で 

福祉の仕事ガイダンスを受講 

人材センターに求職登録し、 

就職フェアに参加 

複数の施設で見学や職場体験をし、就職先が 

決まる 

就職前の３月に合同入職式に出席 

22 歳 就職 

       職場内研修や人材センター等の 

外部研修を受講し、キャリアを積む 

同じ研修を受講している他施設の 

職員と交流が深まり、支え合える仲間 

が職場外にもできる 

32 歳 介護支援専門員資格取得 

  ケアマネジメント業務に従事 

徐々に現場から離れ、管理業務が 

主となる 

48 歳 施設長に就任 

経営者として職場環境の整備や 

教育訓練体制の構築に取り組む 

次世代の福祉・介護職員養成への 

サポートとして、福祉のお仕事魅力 

発見セミナーの講師としても活躍 

 

 

 ※ライフステージに応じた支援策を例示したものであり、キャリア形成のモデルを示したものではありま

せん。 

 

<県社会福祉人材センターの支援策>   ～Ｂさんの場合～ 

 50 歳 早期退職       

企業の管理職として社会貢献活動  

に取り組む中、残りの人生を他者の  

ために使おうと一念発起し、早期退  

職を決意      

ハローワークで人材センターの出張 

相談に参加し、求職登録    

転職活動        

退職後、介護職員初任者研修を修了    

数十年ぶりの就職活動に戸惑うも、    

就職支援セミナーを受講して面接対策     

をし、常勤介護スタッフとして再就職     

     56 歳 社会福祉士資格取得    

通信教育で受験資格を取り、社会福祉士に合格 

介護スタッフから相談員へと職種が変わる   

     58 歳 事務長に就任     

企業時代の管理職経験が評価され、 

事務長となる      

人事・労務管理が業務の主体となり 

社会保険労務士による無料相談を活用 

して、よりよい職場環境の整備を図る 

65 歳 退職        

定年、再雇用を経て退職     

退職後もボランティアとして       

施設に関わる     

66 歳 民生委員に就任       

地域住民の相談にのる中、ひき 

こもりの若者を発見   

施設での就労体験ができないか 

相談し、人材センターに連絡   

福祉の職場体験を活用して就労 

支援を実施    
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・専門性を高め、社会的

評価を上げる階層・テ
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・施設等における職場内

研修の支援 

・施設等経営者の意識改

革のためのセミナー 

・人事労務等に関する相

談支援 

・人材定着率の高い事業

所の取組事例の収
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研修の支援 

・施設等経営者の意識改

革のためのセミナー 
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・人材定着率の高い事業
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発信 
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・生活困窮者等の雇用の

場の拡大 

・福祉の職場体験 

資料１ 静岡県における人口構造の変化と県民の意識 

１ 急速な人口減少 

26.7  24.8  24.9  24.2  22.3  18.9  16.6  15.1  14.2  13.7  13.3  

67.0  68.2  67.2  66.8  67.5  68.9  68.6  67.2  65.3  62.5  59.7  

6.4  7.1  7.9  9.1  10.3  12.1  14.8  17.7  20.6  23.8  27.1  
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年少人口 生産年齢人口 老年人口 

本県の総人口は、平成 22 年 

に減少に転じ、今後も一層減少 

が進み、平成 52 年の人口は約 2 

割減少すると推計されています。 

（平成 26 年 4 月現在： 

  3,700,800 人 

※前年比 16,678 人減） 

 

総人口の年齢 3 区分別人口 

割合の年次推移をみると、 

年少人口及び生産年齢人口割 

合は減少し、65 歳以上の老年 

人口割合は増加しています。 

○本県の高齢化率（65 歳以上の人口比率）は、団塊の世代の方が 65 歳を迎え、過去

最高の 25.9％（平成 26 年 4 月現在）となり、高い上昇率を記録しています。 

また、平成 26 年には、初めて県内全ての市町の高齢化率が 20％を超えました。 

〔出所〕総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来推計人口」 

〔出所〕平成 26 年静岡県推計人口年報 
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58 歳 事務長に就任 

      企業時代の管理職経験が評価され、 

     事務長となる 

      人事・労務管理が業務の主体となり 

     社会保険労務士による無料相談を活用 

     して、よりよい職場環境の整備を図る 
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権利擁護を軸とした地域のつながりプロジェクト 

重点プロジェクト事業 

地域で生きづらさを抱える人が安心して生活するために、権利擁護の充実を目指して、

市町（地域）に向けた働きかけを行うとともに、あらゆる機関がつながりをもち、支え合

う仕組みづくりを推進します。 

 

〇 認知症高齢者の増加、障がい者の地域移行等、地域において何らかの支援を必要とする

人が増加しており、判断能力が不十分な人について、成年後見制度や日常生活自立支援事

業では対応しきれないことが予想されます。 

○ 認知症高齢者の増加や障がい者の地域移行に加え、ひきこもりや生活困窮、障がい、孤

立など、生きづらさを抱えた人の課題が顕在化しています。 

○ 成年後見制度等に係る調査の結果から、県内に権利擁護が必要な人が少なくとも22,000

人は存在することがわかりました。また、一般県民のみならず、福祉関係者の権利擁護に

対する意識が必ずしも十分ではないこともわかり、権利擁護の充実に向けたより一層の意

識啓発が必要です。（平成 26 年度県社協調査） 

 

１ 障がい者関係団体等の協議の場づくり（推進協議会（仮称）の設置） 

２ 市民後見を見据えた権利擁護体制の構築 

（１）権利擁護に係る関係機関等の協議の場づくり 

（２）広域連携による市民後見の体制構築の検討 

（３）日常生活自立支援事業推進委員会の設置 

３ 社会福祉法人における権利擁護の取組推進 

〇 成年後見の新たな受け皿づくり 

○ 利用者の適切な財産管理や権利擁護体制の構築 

○ 県民の権利擁護活動への参画 

○ 権利擁護を推進する職能組織（福祉・司法・教育・警察等）や住民組織（自治会等）

が連携し一体的に取り組む体制づくり 

事業 

内容 

年次 

計画 

現状と 

課題 

求める 

成果 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

１　障がい者関係団体等の連
　　絡会の設置

連絡会の開催
障がい者問題に係る提言

　　普及啓発
　　（シンポジウム、PR活動等）

２　権利擁護関係機関連絡
　　会議の設置

連絡会議の開催

　　広域連携による市民後見
　　を見据えた権利擁護体制
　　の検討

３　社会福祉法人における権利
　　擁護の取組推進

　　実態及び意識等の調査
権利擁護に係る取組
周知・研修開催
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ーマ別研修の実施 

・施設等における職場内

研修の支援 

・施設等経営者の意識改

革のためのセミナー 

・人事労務等に関する相

談支援 

・人材定着率の高い事業

所の取組事例の収集・

発信 

養
成
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域
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・生活困窮者等の雇用の

場の拡大 

・福祉の職場体験 
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50 歳 早期退職 

企業の管理職として社会貢献活動に取

り組む中、残りの人生を他者のために使

おうと一年発起し、早期退職を決意 

      ハローワークで人材センターの出張相

談に参加し、求職登録 

転職活動 

 退職後、介護職員初任者研修を修了 

 数十年ぶりの就職活動に戸惑うも、 

就職支援セミナーを受講して面接対策 

をし、常勤介護スタッフとして再就職 

56 歳 社会福祉士資格取得 

 通信教育で受験資格を取り、社会福祉士に合格 

 介護スタッフから相談員へと職種が変わる 

65 歳 退職 

 定年、再雇用を経て退職 

退職後もボランティアとして 

施設に関わる 

66 歳 民生委員に就任 

地域住民の相談にのる中、ひき 

こもりの若者を発見 

施設での就労体験ができないか 

        相談し、人材センターに連絡 

         福祉の職場体験を活用して就労 

支援を実施 

※ライフステージに応じた支援策を例示したものであり、キャリア形成のモデルを示したものでは 

 ありません。 
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